
（平成２５年１月１７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 4544 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 39 年 12 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を

２万円とすることが必要である。 

    なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 40 年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２

万 4,000 円とすることが必要である。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 11月１日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 40年７月 26日から同年８月１日まで 

    年金事務所からの連絡により、両申立期間の厚生年金保険の被保険者記録

が無いことが分かった。 

申立期間①は、Ａ社Ｂ支店Ｄ事業所が組織変更により同社Ｃ支店となっ

た時期に当たるが、組織変更の前後を通じて同社に継続して勤務していた。 

申立期間②は、Ａ社Ｃ支店から同社Ｅ事業所へ異動した時期に当たるが、

同社に継続して勤務していた。 

両申立期間ともに、同社に継続して勤務していたことは事実であるので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供述か



  

ら判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

 また、申立人及び複数の同僚は、Ａ社Ｃ支店は、同社Ｂ支店の管轄であっ

たＤ事業所が、組織変更のためＢ支店から独立し、申立期間①当時にＣ支店

となった旨の供述をしているところ、適用事業所名簿によると、同社Ｃ支店

が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 39年 12 月１日であることが

確認できる。 

 さらに、申立人及び複数の同僚は、申立期間①の前後において業務内容や

給与形態に変更は無かった旨の供述をしている。 

 これらの事実を総合的に判断すると、申立人は申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

加えて、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 39年 10 月の記録から、２万円

とすることが妥当である。 

 なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、申立人と同時期にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した

申立人を含む 14 人全員が、同社Ｂ支店において昭和 39 年 11 月１日に被保

険者資格を喪失し、同社Ｃ支店において同年 12 月１日に被保険者資格を取

得しており、申立人と同様に被保険者期間の記録の欠落が確認できるところ、

社会保険事務所（当時）が申立人を含む当該 14 人全員について事業主から

の届出を誤って記録することは考え難いことから、事業主が同年 11 月１日

を厚生年金保険被保険者の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人

に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録及び申立人が同期入社で

あったとする同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し

（Ａ社Ｃ支店から同社Ｅ事業所に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、申立人のＡ社Ｅ事業所における被保険者資格の

取得日が昭和 40 年８月１日であることから判断すると、同日を異動日とす

ることが妥当である。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 40 年６月の記録から、２万

4,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立事業所は既に解散しており、当時の事業



  

主からは回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4545 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 29年６月 21日に訂正し、申立期間③の標準報

酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 10月１日から 27年６月 30日まで 

（Ｄ社Ｅ事業所） 

             ② 昭和 27年７月１日から同年９月 29日まで 

（Ａ社Ｆ支店） 

             ③ 昭和 29年６月 21日から同年７月１日まで 

（Ａ社Ｃ支店） 

             ④ 昭和 48年４月１日から同年６月１日まで 

               （Ｇ社） 

    年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、全て

の申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間①についてはＤ社Ｅ事業所に、申立期間②についてはＡ社Ｆ支店

に、申立期間③についてはＡ社Ｃ支店に、及び申立期間④についてはＧ社

（現在は、Ｈ社）に勤務していた期間であり、全ての申立期間において勤務

していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、雇用保険の被保険者記録、Ｂ社が提出した人事記

録及び同社の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（Ａ社本

社から同社Ｃ支店Ｉ出張所に異動）、申立期間③に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 



  

なお、異動日については、Ｂ社が提出した人事記録における発令日が「昭

和 29 年６月、Ｉ」と記録されていることから判断すると、昭和 29 年６月

21日とすることが妥当である。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係

る昭和 29 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万

8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①については、適用事業所名簿によれば、Ｄ社は、昭和 25 年 10

月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認で

きる。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の厚

生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 25 年 10 月１日と記録されており、

当該記録は申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録及びオン

ライン記録と一致している上、前述の被保険者名簿において、申立人が同

日に厚生年金保険被保険者資格を喪失したことに伴い、社会保険事務所に

健康保険被保険者証を返納したことを示す「返納」の記載が確認できる。 

さらに、申立人は、Ｄ社Ｅ事業所において継続して勤務していたと主張

しているところ、商業登記簿謄本によれば、同社は昭和 25 年 11 月 11 日に

解散し、同年 11 月 16 日に清算人が登記されていることが確認できるもの

の、当時の事業主及び清算人は連絡先が不明であることから、申立人の申

立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

    

３ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録及びＢ社が提出した人事

記録に、申立人のＡ社における入社日が昭和 27 年７月２日と記録されてい

ることから判断すると、申立人が、申立期間②のうち、同年７月２日から同

年９月 29 日までの期間において同社Ｆ支店に勤務していたことは認められ

る。 

    しかしながら、Ｂ社は、「申立人は正社員として、昭和 27 年７月２日に

入社したことが人事記録で確認できるものの、申立期間当時は、支店ごとに



  

社会保険の手続を行っており、試用期間が設けられていた支店があることも

否定できない。申立期間に係る賃金台帳等の資料は保管しておらず、申立内

容が確認できない。」と回答している上、Ａ社Ｆ支店に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚か

らも供述が得られないことから、申立人の申立期間②における厚生年金保険

の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）では、申立期間②に

おける厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、前述の被保険者名簿

でも、申立期間②における申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認でき

ず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したも

のとは考え難い。 

   

４ 申立期間④については、雇用保険の被保険者記録により、申立人のＧ社に

おける雇用保険被保険者資格の取得日は昭和 48 年６月１日であることが確

認でき、当該記録は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

ける申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日と一致している。 

    また、適用事業所名簿によれば、Ｇ社は既に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっている上、当時の事業主は連絡先が不明であり、Ｈ社は、

「Ｇ社から引き継いだ人事記録の中には申立人の記録は確認できない。」

と回答している。 

さらに、前述の被保険者名簿により、申立期間④当時に厚生年金保険の

被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「申立人に係る記憶は無く、当

時の厚生年金保険の加入状況については分からない。」と供述しているこ

とから、申立人の申立期間④における勤務実態、厚生年金保険の加入状況

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

     

５ 申立人が申立期間①、②及び④に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間①、②及び④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び④に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

福岡厚生年金 事案 4546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から同年５月１日まで 

    私の夫は、Ｃ社（現在は、Ｄ社）に入社してから退職するまで継続して勤

務していたが、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できな

い。 

    Ｃ社に勤務している間に、同社の関連会社に出向することはあったが、申

立期間において継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述から判断すると、申立

人がＣ社及び同社の関連会社に継続して勤務し（昭和 38 年４月１日にＣ社か

らＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38

年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、当時の資料を保管しておらず不明として



  

おり、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 4547 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 43 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月１日から同年 11月１日まで 

Ｃ社に入社後の昭和 43 年８月頃、同社から、所属する部署は今後、Ａ社

になると知らされた。 

しかし、名称が変更になるだけで、会社の組織や雇用条件が変わるもので

はないと説明を受け、引き続き仕事の内容も変わらず、給与も途切れること

なく受けていた。同社を昭和 45 年８月 20 日に退社するまで継続して勤務し

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｄ企業年金基金及び企業年金連合会の回答並び

に複数の同僚の供述により、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 43 年９月

１日にＣ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿における昭和 43年 11 月の記録から、２万 6,000 円

とすることが妥当である。 

一方、適用事業所台帳の記録によれば、Ａ社は、申立期間直後の昭和 43 年

11 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっているが、同社は、同年９月１

日に厚生年金基金に加盟している上、法人事業所であり、新規適用時の厚生年

金保険被保険者９人のうち７人は、Ｃ社から引き続き同年９月１日に雇用保険



  

の被保険者資格を取得していることが確認できることから、当時の厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、申立期間において適用

事業所でありながら社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかった

と認められることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43 年９月及び

同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2616 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 14 年９月から 15 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年９月から 15年 12 月まで  

私の妻は、平成 17 年に私の国民年金の加入手続を行い、申立期間を含む

14 年９月から 16 年６月までの国民年金保険料については、送付された振込

用紙の払込期日が迫っていたので、半年払いで納付してくれた。 

申立期間直後の平成 16 年１月から同年６月までの保険料は納付済みと

なっているが、妻は払込期日が早いものから納付しており、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、申立人の妻が平成 17 年に申立人の国民年金の加入手続を行い、

申立期間を含む 14 年９月から 16 年６月までの国民年金保険料を納付してく

れたと主張しており、日本年金機構の回答によると、17 年３月２日に、申立

人の国民年金被保険者資格の取得日を 14 年９月 11 日とする処理が行われた

ことが確認できるものの、申立期間の一部は、当該処理時点では、既に時効

により保険料を納付することができない。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与し

ておらず、申立期間の保険料を納付したとする申立人の妻は、納付した保険

料額及び納付時期に関する記憶が定かではない。 

さらに、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2617 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年５月から４年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月から４年 11月まで 

私の国民年金保険料については、私の父が、父の預金口座からの振替で

納付しており、申立期間についても、父が保管している預金通帳に、私の

保険料の引き落としと思われる記録が確認できるので、継続して納付して

いたはずである。 

申立期間の保険料を納付していたものと記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録により、申立人に係る国

民年金被保険者資格は、平成３年５月３日に、被用者年金加入のため同年５月

１日付けで喪失した旨の手続が行われたことが確認できる上、申立期間におけ

る同年 11 月 10 日付け、４年２月 24 日付け及び同年 12 月 21 日付けの被保険

者資格の取得及び喪失に係る手続が６年 10 月４日に行われ、同年 10 月 28 日

にオンライン記録に入力処理されていることが確認できることから、申立期間

については、当時、国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を口座振替

により納付することはできなかったと考えられる。 

また、上記の入力が処理された平成６年 10 月の時点において、申立期間の

うち、３年５月から同年 10月までの期間及び４年２月から同年 11月までの期

間は被用者年金の加入期間であったため、３年 11 月から４年１月までは時効

のため、国民年金保険料は納付することができない期間であったと考えられる。 

さらに、保険料を納付していたことを示す資料として申立人から提出され

た申立人の父親のＢ金融機関の口座に係る預金通帳（昭和 63 年 10 月 17 日か

ら平成６年 10月 31日まで）並びに同金融機関の回答書及び当該口座に係る預

金取引明細表（平成 11 年１月から 14 年 12 月まで）により、一人分の保険料



  

が平成３年６月から６年９月までの分及び 11年１月から 13年２月までの分に

ついて、毎月引き落とされていたことが確認できるものの、ⅰ）申立人の母親

の国民年金被保険者名簿により、３年５月 31 日に、当該口座からの振替手続

が申し込まれていることが確認できること、ⅱ）母親が国民年金被保険者資格

を喪失した 13 年３月以降は、当該口座からの保険料の振替が確認できないこ

と、ⅲ）オンライン記録により、母親の保険料は、納付日が確認できる５年４

月以降、毎月納付されていることが確認できるものの、申立人の保険料は、申

立期間直後の４年 12月から６年 10 月までが、同年 10月 21日に一括して納付

されたことが確認できることから、同口座の振替記録は、申立人の保険料では

なく、母親の保険料であったと考えられる。 

加えて、申立人及びその父親が、申立期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から７年２月 11日まで 

 私が、勤務していたＡ社では、毎年２パーセントから５パーセントぐら

いの定期昇給があったにもかかわらず、平成３年 10 月１日から厚生年金保

険被保険者資格を喪失した７年２月 11 日までの標準報酬月額が同じ額であ

るのはおかしいため、記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した雇用保険の失業等給付に係る証明書に記載された離職時賃

金日額から算出した標準報酬月額は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪

失時における標準報酬月額と一致している。 

また、Ａ社において申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した前後１年

間に同資格を取得している６人の同僚の申立期間における標準報酬月額を確認

したところ、申立人と同様に一定の額の者が 1 人、平成３年の定時決定より低

額になっている者が３人、申立期間中に一度だけ増額されている者が２人であ

ることから、毎年増額されている者は見られず、申立人の標準報酬月額が申立

期間において同額であることに不自然さはない。 

さらに、申立事業所は、当時の資料等は保管されていないと回答しているこ

とから、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

ほかに、申立人の主張を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 4549 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：      

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月８日 

 平成 24 年８月に年金事務所から年金記録確認の手紙が来て、17 年７月に

Ａ社から支給された賞与に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが分かった。 

申立期間に係る賞与明細書は所持していないが、平成 16 年 12 月の標準

賞与額が１万 3,000 円であることから、申立期間においても同程度の支給

を受け、厚生年金保険料を賞与から控除されていたと思うので、申立期間

に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の記録が無いと申し立てているが、Ａ社は、

「平成 17 年７月に係る賞与マスター及び賞与明細書で確認したところ、申立

人は賞与対象者ではないため、賞与の支給及び厚生年金保険料の控除は無く、

社会保険事務所（当時）への届出は行っていない。」と回答している上、同社

から提出された申立人に係る平成 17 年７月分賞与明細書には、支給額、厚生

年金保険料控除額等の記載が無いことから、賞与が支給されていないことが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。  



  

福岡厚生年金 事案 4550 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：      

生 年 月 日 ： 昭和 19年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月８日 

② 平成 17年 12 月９日 

 平成 24 年８月に年金事務所から年金記録確認の手紙が来て、申立期間①

及び②にＡ社から支給された賞与に係る厚生年金保険の標準賞与額の記録

が無いことが分かった。 

 賞与明細書は所持していないので、支給金額等の詳細は分からないが、

両申立期間において、Ａ社から賞与の支払いを受け、厚生年金保険料を賞

与から控除されていたと思うので、両申立期間に係る標準賞与額の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、両申立期間の標準賞与額の記録が無いと申し立てているが、Ａ社

は、「平成 17 年７月及び同年 12 月に係る賞与マスター及び賞与明細書で確認

したところ、申立人は賞与対象者ではないため、賞与の支給及び厚生年金保険

料の控除は無く、社会保険事務所（当時）への届出は行っていない。」と回答

している上、同社から提出された申立人に係る平成 17 年７月分及び同年 12 月

分の賞与明細書には、支給額、厚生年金保険料控除額等の記載が無いことから、

賞与が支給されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、両申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


